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１　募集の趣旨
　　　道の駅「清川」（以下「道の駅」という。）の設置趣旨に沿った管理運営を効率的・効果的かつ安定的に行うため、清川村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成17年清川村条例第29号）及び清川村交流促進センター条例（平成９年清川村条例第６号。以下「条例」という。）の規程に基づき、道の駅の管理運営に関する業務を行う指定管理者を募集します。

２　指定管理施設の概要
(1)　施設の名称　道の駅「清川」
　(2)　所在地　愛甲郡清川村煤ヶ谷２１２９番１
　(3)　施設の目的　　道路利用者への良好な休憩の場を提供するとともに、地域情報の発信等による村民と来訪者との交流を促進し、農産物等の地場産品の販売による地域産業の振興を図る。
　(4)　敷地面積　４２４６．６７㎡
※第１・２駐車場の３５６４．４２㎡含む。
　(5)　建物概要
・構　　造 …木造、２階建
・敷地面積 …６８２．２５㎡
[bookmark: _Hlk44925091]・建築面積 …２３０．０８㎡
　　　・延床面積 …４３８．０６㎡
　　　・施設内容
　　　　・１　階 …農産物等販売所、公衆便所、倉庫
　　　　・２　階 …工芸品等販売所、休憩室、飲食施設、公衆便所、事務室
　　　・付帯施設 …階段昇降機、防犯カメラ（５台）
[bookmark: _Hlk43190090]　(6)　駐車場（きよかわくらし応援館ほか周辺施設と共用）
・第１駐車場…６０台（大型車２台、普通車58台）、二輪車用スペース、
ＥＶ急速充電器１基
・第２駐車場…１５台（普通車14台、障がい者１台）、二輪車用スペース
　(7)  開館時間
　　　・駐車場、トイレ、休憩室は道の駅登録要件により24時間開放とします。
・地場産品等の販売エリアは、10時から18時まで。ただし、村長が特に必要があると認めたときは開館時間を変更することができます。
(8)　休館日　　
・１月１日から１月３日まで。ただし、村長が特に必要があると認めたときは臨時に全部又は一部を休館することができます。
３　指定管理期間
　　　令和８年４月１日から令和13年３月31日までの５年間とします。

４　管理運営方針
　　　指定管理者の創意工夫に基づいた管理運営により、質の高いサービス提供と効率的な運営を図る。
　(1)　基本方針
利用者に対する良好な休憩の場及び観光情報、地域情報を提供すると　ともに、地場産品等の販売を通じて、村及び地域住民、各種団体と連携して交流の促進及び産業の振興を図り地域活性化に資する運営に努める。
　(2)　維持管理・運営方針
　　①　利用者の安全確保を第一とし、施設の良好な環境衛生及び正常機能の確保を図るものとする。
　　②　利用者の利便性向上及び地域活性化を図るため、創意工夫のある事業（イベント等を含む）の実施に努める。
　　③　責任者を配置し、親切かつ丁寧なサービス提供に努める。
　　④　村や各種団体等の主催事業との連携に努める。
　　⑤　村内地場産品の積極的な販売に努める。
　　⑥　販売手数料は、これまでの経緯や事業の採算性を考慮し、清川村、指定管理者、出荷者の３者で協議の上決定するものとする。
　　⑦　従業員の雇用にあっては、村内在住者の雇用に努めること。
　　⑧　個人情報の保護及び関係法令を遵守すること。

５　管理の基準
　(1)　条例及び同条例施行規則並びにその他関係法令を遵守すること。
　(2)　電気、燃料等のエネルギー使用量の削減及び廃棄物の発生抑制・減量化、環境に配慮した商品の購入やサービスの推進等環境への配慮を行うこと。
　(3)　業務上知りえた内容を第三者に漏らし、または自己の利益のために使用しないこと。
　(4)　取得した利用者等の個人に関する情報について、清川村個人情報保護条例（平成17年清川村条例第21号）及び同施行規則に従い適切に取り扱うこと。指定期間終了後も同様とする。
　(5)　情報の公開について、清川村情報公開条例（平成12年清川村条例第22号）及び同施行規則に従い適切に対応すること。
　(6)　施設設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。
　(7)　業務遂行に必要と思われる保険に加入すること。
　(8)　指定管理の実施事項を定めた基本協定書、当該年度における事項を定めた年度協定及び事業計画書に従い管理運営を行うこと。

６　指定管理者が行う業務
　　　指定管理者が行う主な業務は次のとおりとします。なお、詳細については別紙仕様書に定めます。
　(1)　道の駅の施設及び設備の維持管理に関する業務
　(2)　観光情報及び地域情報等の発信に関する業務
　(3)　地場産品等の販売に関する業務
　(4)　道の駅活性化を目的としたイベントの開催に関する業務
　(5)　村や各種団体等の主催事業と連携した事業に関する業務
(6)　施設の活性化に関する業務
　(7)　その他村長が必要と認める業務

７　業務の再委託の制限等
　(1)　指定管理者は、業務の全部または主たる部分を第三者に委託し、または請け負わせることはできません。
　(2)　指定管理者は、前項に掲げる業務以外の業務の一部を第三者に委託し、
または請け負わせる場合は村長の承認を得なければなりません。ただし、以下の業務を第三者に委託して実施することは差し支えないものとします。（委託する場合は村内業者を優先的に委託するものとします。）
　　 ・飲食、清掃、警備、設備等保守
　　 といった個々の具体的業務。

８　指定管理業務に要する費用に関する事項
(1) [bookmark: _Hlk43198220]指定管理料
村は予算の範囲内において、施設管理に対する指定管理料（年間120万円上限）を支払います。村としては、施設の管理運営にかかるすべての費用を販売手数料及び　自主事業等その他収入をもって独立採算にて運営して頂くことを考えていますが、施設の管理運営費用に不足が見込まれる場合は、必要と思われる指定管理料について、応募の際に提案してください。提案をもとに村と指定管理者で協議の上、基本協定や年度協定で指定管理料を定めることとします。
指定管理料は会計年度（４月１日～翌年３月31日）ごとに支払いますが、精算は行なわないことから、経費の最終的な不足分は指定管理者の負担となります。
　(2)　納入金
収支について利益が生じた場合は、利益の一部を村へ納入金として納　付していただきます。
この納入金について、売上や収支に対して納付する割合や考え方を応　募の際に提案してください。提案をもとに村と指定管理者で協議の上、基本協定や年度協定で定め、運営状況に応じて村に納付していただきます。
　(3)　経　理
経理は会計年度（４月１日から翌年３月31日まで）ごとに区分してください。

９　リスク分担等
　　　清川村と指定管理者のリスク分担等については、別表１のとおりとなっていますが、（１）管理運営に関する事項のうち「休業」、（２）施設に関する事項のうち「施設・設備の修繕等」及び（３）付帯設備、備品等に関する事項のうち「施設備品等の修繕・更新等」については、施設利用計画により、指定管理者と協議し決定します。

10　応募資格
(1)　 法人もしくはその他の団体（以下「法人等」という。）。（個人による応募はできません。）複数の法人等が、共同事業体を構成しての応募も可能です。複数の法人等が共同事業体を構成して応募する場合は、あらかじめ連合体結成の協定書により定められた代表者が申請手続きを行うこと。（他の法人等は構成員となる。）なお、代表者または構成員のどちらであっても複数の応募には申請できません。
(2)　次のいずれかに該当する法人等は、応募者となることはできません。
1 　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４（一般競争入札の参加者の資格）の規定に該当するもの
　　②　清川村から指名停止措置を受けているもの
　　③　村県民税、法人税、消費税等を滞納しているもの
　　④　会社更生法、民事再生法等により更正又は再生手続きを開始している法人
　　⑤　地方自治法（昭和22年法律第67号）第92条の２（議員の兼職禁止）、第142条（長の兼職禁止）、第166条（副知事、副市町村長の兼職禁止）、第180条の５（委員会の委員及び委員の兼職禁止）に該当するもの
　　　　ただし、地方自治法施行令第122条及び133条に該当する場合（長が取締役等を兼ねることのできる清川村の出資比率が２分の１を超える法人）を除く
　　⑥　法人等の役員が清川村暴力団排除条例（平成23年清川村条例第10号）第２条第３号、第４号及び第５号に該当するもの（なお、欠格事由の該当の有無の確認のため、関係機関に問合せを行う場合があります。）

11　応募方法
　(1)　募集要項等の配布
　　①　配布期間　　令和７年10月14日（火）から令和７年10月24日（金）まで
　　②　配布場所　　清川村役場村づくり観光課（庁舎１階）で配布及び村ホームページ（URL：http://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/）からダウンロードできます。
　(2)　質問等
　　①　質　　問　　質問がある場合は、別紙「質疑応答書」により受け付けます。ＦＡＸ可、口頭での質問は受け付けません。令和７年
　10月14日（火）から　10月21日（火）17：00までに提出してください。頂いた質問は随時回答いたしますが、最終回答期限を令和７年10月23日（木）までといたします。
　　②　現地見学　　現地見学を希望する場合は、清川村役場村づくり観光課までご連絡ください。現地見学の期間は、令和７年10月
　14日（火）から10月21日（火）です。（土、日曜日及び祝日は除きます。）日程については、別途調整となります。
　(3)　応募受付等
　　①　受付期間　　令和７年10月14日（火）から令和７年10月27日（月）まで
　　②　提出方法　　持参又は郵送（期間内必着）
③　提出部数　　正本１部、副本２部
④　提出先　　清川村役場　村づくり観光課
　　　　　　　　　　〒243‐0195
　　　　　　　　　　神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
[bookmark: _Hlk43286221]　(4)　プレゼンテーション
提出された資料に基づき、指定管理提案についてのプレゼンテーショ　ンを次のとおり行います。
1  日　　時　　令和７年11月上旬　※時間・日付は別途通知
　　②　場　　所　　清川村役場　３階　第２・３会議室
　　③　時　　間　　30分程度
　　④　出席者　　清川村指定管理者選定委員

12　提出書類
　　　「８(1)　指定管理料」に定める書類のほか、次の書類を提出してください。なお、提出書類はＡ４版とし、ファイル綴じで提出してください。
①　指定管理者指定申請書（様式第１号）
2  事業計画書（附属様式第１号）
3 　年度別収支予算書、自主事業計画書（附属様式第２号）
　　　　（令和８～13年度の予算書、計画書を提出ください。）
　　④　共同事業体結成協定書（該当する場合のみ）
　　⑤　法人、団体の概要
　　⑥　申請団体の定款・寄付行為等（法人以外の団体にあっては、会則等）
　　⑦　登記事項証明書（法人の場合のみ）
　　⑧　役員名簿（任意様式）
　　⑨　役員の応募資格がある旨の誓約書（別紙様式）
　　⑩　前年度の法人住民税、法人税及び消費税の納税証明書（法人以外の団体にあっては、これらに相当するもの）
　　⑪　財務諸表（前年度末現在の貸借対照表及び損益計算書）（法人以外の団体にあっては、決算書等）

13　指定管理者の選定
(1) 　候補者選定の基準
指定管理者の候補者の選定には、次に掲げる事項を総合的に判断して　行います。
1 　道の駅の管理運営を安定して行うことができること。
2 　道の駅が持つ公共性、公平性、公正性を担保できること。
3 　道の駅のサービス向上、利用者の満足度の向上等を図る方策が優れていること。
4 　道の駅の効率的な管理運営が行われ、経費の縮減を図る方策が優れていること。
5 　道の駅の事業の達成目標の設定および実施方針が優れていること。
6 　個人情報保護、情報公開及び危機管理を図る方策が優れていること。
7 　農業を核とした村内の産業の振興を図り、交流による賑わいの場を創出することで、地域の活性化を実現できること。
8 　指定管理料及び納入金に関する提案内容が適正であること
(2) 　選定方法
①　資格審査及び一次選考
提出された指定申請書等により参加資格要件に関する資格審査、及び一次選考（書類審査及び必要に応じヒアリング）を行います。一次審査の結果は応募者に通知します。
2 　二次選考
二次選考は令和７年11月上旬に選定委員会を開催します。その際、提出された書類をもとにプレゼンテーションを行うことになります。
　③　内定等の通知
令和７年11月中に候補者を選定して、結果を応募者に通知します。
④　指　定
指定管理者の指定は、清川村議会での議決後に行います。
　　
14　協　定
議会の議決を経て、指定管理者の指定後、村と指定管理者と協議のうえ、事業を円滑に実施するために指定期間における包括的な事項を定める基本的事項を定めた基本協定書と単年度ごとに具体的な事項を定める年度協定書を締結します。

15　応募に際しての留意事項
(1) 　接触の禁止
応募者は、本募集要項の配布開始日以後、清川村が提供する機会を除　　　　　　　　　　き、本件応募についての村職員との接触を禁じます。接触の事実が認められた場合には失格となることがあります。
(2) 　業務遂行の準備
指定管理者に指定された後は、自己の責任及び負担において、指定期間の初日から指定管理業務を遂行できるように、人的及び物的体制を整えておくこと。
(3) 　応募の辞退
　応募受付後に辞退する場合は、その旨を書面により提出すること。
(4) 　指定の取り消し
次のいずれかに該当する場合は、その指定を取り消し、または期間を定めて管理業務の全部または一部の停止を命ずることがあります。
①　指定管理者が指定管理業務に関する協定に違反したとき
②　指定管理者が村の指示に従わないとき
③　指定管理者が指定管理業務を継続することが適当でないと村が認めたとき
④　指定管理者が指定管理業務に関する協定を履行することができないと村が認めたとき
⑤　条例の廃止等により指定をする必要がなくなったとき
⑥　指定管理者（共同事業体の場合は構成団体も含む。）またはその役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条に掲げる暴力団または暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う団体であることが明らかとなったとき

16　その他
(1) 　指定管理者の指定に関する情報の公開
指定管理者選考過程における書類については、清川村情報公開条例に　基づき公開請求があった場合は、当該条例に定める非公開情報を除き公開します。
(2) 　緊急時の対応
管理運営業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、指定管理者は速やかに必要な措置を講じるとともに、村を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報するものとします。
また、事故が発生した場合、指定管理者はその原因調査にあたるものとします。

17　参　　考
　(1)　図面等参考資料
・道の駅「清川」エリア図
・建物平面図（１階、２階）
・令和６年度道の駅「清川」決算書
　(2)　管理運営経費（令和６年度決算書）の詳細
　　　【収　入】
　　　　①　地場産品等販売に係る販売手数料
　　　　②　道の駅直営産品の販売収入
　　　　③　自動販売機手数料
　　　　④　ケータリング出店手数料
　　　　⑤　指定管理料（予算の範囲内）
　　　【支　出】
[bookmark: _Hlk43724583]　　　　①　人件費（販売員賃金等）
　　　　②　光熱水費（電気、ガス、上下水道）
　　　　③　通信費（電話、Wi－Fi、切手）
[bookmark: _Hlk43724637]　　　　④　委託料（電気設備保守点検、機械警備、自動ドア保守点検、階段昇降機保守点検、レジシステム保守点検等）
　　　　⑤　リース料（レジシステム、玄関マット）
　　　　⑥　手数料（振込、ゴミ処理券）
　　　　⑦　負担金（食品衛生協会会費）
　　　　⑧　仕入れ費（道の駅直営販売産品仕入原価）
　　　　⑨　消耗品費（レジ袋、事務用消耗品等）


